
事務連絡

令和8年1月22日

開示する行政文書の送付

林弘法律事務所

弁護士 山中 理司 様

令和7年12月26日付けで開示の実施の申出のありました行政文書について、

添付のとおり送付いたします。

1 行政文書の名称

（1）公正取引委員会からの質問に対する日本弁護士連合会からの回答

（2）公正取引委員会が日本弁護士連合会に提供した資料

2 種類・量

A4判文書46枚

担当：公正取引委員会事務総局経済取引局

取引部相談指導室

TEL : 03-3581-5481 (直通）
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追加確認事項
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等の説明を･して頂く予定ですが，その際，以下の点も確認させていただく予定です。
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… ’日

追加質問

■■ご説明いただいた内容について,追加して確認したい事項がありますので,ご回
答願います。できるだけ早く回答いただきたいので，電話による回答で構いません。



4ロ ー題 I1r1
己F

蹴

り

剛‘“協嘩'‘t,』
Ⅳ

､ ■■？

関

凸

一ぜげｆ
』

０

唖
呼
奄
』

Ｐ
づ

！“
恥

４
獄

命

士
肝宅配

９

瀞
．

碓

即
部
１

６

グ
ー

Ｐ
Ｊ

１
錘

、
墜亜？

繍
灘

ｑ

Ａ
９

咽

ｆ

Ｆ

Ｅ

凸

１

４

劇
２１

０
．
。

５
－Ｆ

■

ｒ

辞
凸

巧
●

土
る

感暉，
萌

ｑ
・

●

ｒ
公
』

■

の

鼎
空

Ｏｊ
Ｂ

ｈ
‐
夕
も

ｄ

ａ

ｂ
も
今
頓
■
■
西

も
口
ｊ
－
６
ｌ

、
咽錘噛

彩
ｊ

是

Ｑ

Ｐ

Ｌ｝
や

笠
。

，
胃

山

４

皇
Ｉ

Ｆ

１
細

目

鰯
“
．

噂

一
▲

今

立紅グー‐
』

０

Ｆ淳一鼬』
画司

ゴ
０

Ｆ
づ

！“
恥

４
獄

今
凹
毎
時

・品
・庫－９

恥卵割一涯一
■

等．

'恥3’ 44
e･

5蚕

J1

や

剛‘“協嘩'‘t,』
Ⅳ

､ ■■？ 圧田

湾f
， 牙

巳
曲

『

ｒ

口
角

〃盈
祁

曲
己P

『』

。〃

？

恩1’ 内0 ＄､釦 母呈

V‐ “

･w0

－－－－－ pLlL

Bo

p

T 'J
も

．‘魂 '

－－－．エ －三 一 一 今 、 －コ －‐．』．‐ ▲一一△－，－1． ‐ ，

Ｊ
釦

標題 日弁連･債務整理事件報酬規制延長の件

公正取引委員会事務総局 ・

経済取引局 取引部 相談指導室

室長補佐 藤岡賢史様

中小事業者相談係長 小野寺哲様

’

(…〉日弁連.償務整理事件報酬規制延長の件では大変お世話になっており毒す。
お問い合わせ頂いている件等についてご回答申し上げます。
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第174回国会 法務委員会 第7号

平成二十二年四月十六日（金曜日）

○大口委員
‘ q

次に、前回も取り上げさせていただきましたが、過払い金返還の問題についての、一部

弁護士、司法書士と、依頼者である多重債務者のトラブルの問題につきましてお伺いをし

たいと思います。

とにかく広告を派手派手しく出して大量に仕事を受けて、そしてそれを処理しないまま

放置するとか、あるいは、過払い金請求だけしか受けない、そして多重債務者の生活再建

ということを全く考えない、多額の報酬を受ける。それから、これは非弁活動、犯罪であ

りますけれども、弁護士本人が直接面談をしないで全部事務所の職員任せにする。とんで

もないことが行われているわけでございます。

私は＄:日弁連、そして日本司法書士会連合会の方々からもヒアリングをさせていただき

ました。そして、日弁連も日司連も指針を今回出されたわけであります。日弁連は、二十

一年七月十七日も債務整理事件処理に関する指針を定め、本年三月十八日にさらに同指針

を改定し､ 直接かつ個別の面談の原則や、広告における弁謹士費用の表示等の配慮事項を

追加しました。また、日本司法書士会連合会も、平成二十一年十二月十六日、債務整理の

事件に関する指針を策定しました。

( ，

指針の策定自体が独禁法上問題になるのか､_公このような

思います。

取委員長からお伺いしたいと

○竹島政府特別補佐人

お答えいたします。

今御指摘のことにつきましては、かねてから、公正取引委員会といたしましては、いわ

ゆる士がつくような資格者の団体のガイドライン、それから、より広くは事業者団体のガ

イドライン、要は、その団体としての行動で必要があっても、独禁法の立場から見て、そ

ういう枠組みなりそういう名目のもとで競争を制限する、各団体の構成員はそれぞれ、広

告にしても報酬にしても、それを、耳なれない言葉かもしれませんが、競争手段として自

分の判断で使うべきものでありまして、団体として一定のことを義務づけるということが、

社会的ないしは常識的に正当化されることであればいいんですけれども、そうじゃないと

いうことが性々にしてあったものですから、そういうガイドラインで指導してきていると

いうのが実態でございます。

今御指摘の日弁連にしても日司連にしてもそういう経緯は十分御存じのはずでございま

して､ 我々のガイドラインに基づいて、今御指摘の指針についてもお考えいただいている

ものと私どもは考えております。

f、

I、

より具体的には､．全里し上げたような内容の指針で

~



顧客の正しい選択に資宣るということでございまして､そういう意味のメリットが十金堕4
さんなり司法書士さんの活動錘団過亜

に制限されるというおそれはないだろうといこういう指封によって縛られて、競争が非常

うふうに思っております。 ザ

○大口委員 :

では、具体的に聞きます。

日弁連も日司連も、この広告のことあるいは報酬のこと等について、会則でもって義務

づけということを考えています。 ：::

日弁遮の場合の会則、それから日司連の場合は各単位の司法書士会の会則ということで

ありますが《例えば、日弁連の指針の中に「債務整理事件取扱いの広告」とあり、アで弁

護士徴用について表示、ウで受任弁護士による直接かつ個別の而談が必要となる旨の表示

の努力規定があります。これを会則で広告規制として各表示を義塗ユはることが独禁法上
． ． ：

どう評価されるのか。

それともう一つ、日弁連や日司連、これは各単位司法書士会が、会則で、債務整理の事

件の受任契約の際に、日弁連や日司連がホームページ上公表しています過去の報酬額の平

均値の筌覧ですとかあるいは報酬金額の分布を債務者に提示することを義務づけることは、

独禁法上どう評価されますか。

○竹島政府特別補佐人

指針から会則ということになりますと、会則に違反した場合にはそれなりの処罰がある

んだろう、そういう意味で、より格が上がるということでございますがも: 内容的に先ほど

r
、

のことであれば、そういう会則は、特に独禁法上問題にすべきではない申し上げたとおり

だろうというふうに思っております｡ー
午

、

く
、

註競争を制限童るのでばなくて、消費者の適切な;正確な選択に資 るというもの要は；

であるかどうかも 逆に言うと､そう｣△重建前をとりながら、実は同じような報酬を取ると

から$;より顧客を集めたいと思っている会員に対して、その活動を制限するとかか、それ

いうことはいけません、こういうことでございま立迦_ら、そういう基本的な間題意圏阯こ

れない限り、特に問題視童べきものではない。 ;::：： : ：

それから､従来から非常に問題であった報酬についてどうするんだということですが、
報酬規定というものはもうやめていただくということになって今に至っているわけでござ
いますが、今委員御指摘の、客観的にこういうふうに報酬額というのはばらつきがあるん

ですよというようなことが、いわば客観的に集められて、かつ統計的にきちんと処理され

たものとして、ばらつきはこういうふうになっておりますも平均値はこうでございます、

そういうことを既にホームページで発表しておられる。それを､お客様、消費者に見せて、

それで$ こうでございますよ、私は幾らですよということを示すことは、これは、消費者

~



がその弁護士なり司法書士の要求する報酬が高いか低いかを客観的に判断できるというこ

とになりますから、その限りにおいては、私は問題ないと。

上限とか標準額とかいって、結局は、そういうサービスは幾らですよということただ、

が、いわば極めてそこに集中しているような形で定められる場合には、私どもとしては、

それは問題にせざるを得ないということでございます。

○大口委員

そういうことで、広告規制の会則化、あるいは報酬等についてのこういう対応について

は、独禁法上問題ないということを今お伺いしました。

その上で、今回、日弁連や日司連からいろいろと、きのうも宇都宮会長ともお会いした

んですけれども、相談に行くと思います。日弁連、日司連も、このことについては何とし

ても、弁護士自治ということもありますから、しっかり自分たちでやっていこうというこ（
、.｡

とを考えていますので、よろしくお願いしたいと思います。
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